
 

 

 

 

 

 

車型区分（車両総重量） 補助対象となる排出ガス規制識別記号 

大型 

(12t超) 

「ＬＰＧ」 

「ＱＰＧ」 
「２ＰＧ」 

「２ＲＧ」 中型 

(7.5t超～12t以下) 

「ＳＰＧ」 

「ＴＰＧ」 

「ＴＲＧ」 

小型 

(3.5t超～7.5t以下) 

「ＴＲＧ」 

「２ＲＧ」 

 

本事業は、中小トラック事業者が低炭素型ディーゼルトラック等を導入し、エコドライブを

含む燃費改善の取り組みを継続的に実施・改善する体制を構築することにより、二酸化炭素

の排出削減を図り、地球環境保全に資することを目的とした補助事業です。 

必要な書類をそろえて申請いただき、審査を通過すると補助金が交付されます。 

    

 

   2015年度燃費基準を大型車及び中型車は+5%以上、小型車は+10%以上達成した車両 

   具体的には、排出ガス規制識別記号が、下記の新車新規登録車両  

    

 

中小トラック運送事業者の皆様へ 

・2019 年（平成 31年）4 月 1日から 2020年 1 月 31日の間に新車新規登録された事業用車両で所有権が留保されていないこと。 

・型式に「改」の付く車両は、公募要領にて適否を確認ください。 

2019年度（平成 31年度）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業） 

低炭素型ディーゼルトラック等を購入またはリースで導入した場合、補助金申請が

できます。 

対象：2019年（平成 31年）4月１日～2020年 1月 31日に新車新規登録された 

事業用自動車 

 

 

 補助対象型式・登録日等、申請前
に 自動車検査証でご確認くださ
い。 

低炭素型ディーゼルトラック関係 



基準額 

車型区分 

（車両総重量） 

廃車の有無（要件は下記を参照） 

廃車有 廃車無 

大型 
(12t超) 75万円 50万円 

中型 
(7.5t超～12t以下) 42万円 28万円 

小型 
(3.5t超～7.5t以下) 15万円 10万円 

参考：基準額 

・受付期間：2019年（平成 31年）4月 26日～2020年 1月 31日まで 

・申請台数：１事業者あたり１台 

・廃車を伴わなくても補助金申請ができます。（廃車の有無により補助金額は異なります）  

・リースの場合は、リース会社（所有者）が申請者となり、リース料金の減額によって運送事業者に補

助金を還元します。 

・審査は申し込み順に行いますが、予算残額が２割程度に達した場合には当該日付以降は申し込み

順の審査は行わず、当該日付から 2020年 1月 31日までに申し込みのあったすべての申請を対象

に審査を行います。また予算残額を超える申請があった場合 

には、抽選により補助事業者を決定します。 

・受付状況、予算残額は、弊機構ホームページをご覧ください。 

 

 

 

・低炭素型ディーゼルトラックの基準額は、車型区分・廃車の有無によって異なります。（下表参照） 

・平成 18年度以前初度登録の事業用トラックであること 

・2019年（平成 31年）4月 1日～2020年 1月 31日の間に廃車（永久抹消）するもの 

・所有者名が新車登録する車両の所有者名（リースの場合は使用者名）と同一であること 

・導入する車両と同じ車型区分以上であること 

・廃車するまで過去１年、継続して原則自社で事業用トラックとして使用していたもの 

・廃車日の６カ月前の期日における自動車検査証が有効であり、一定距離の走行をしていること 

 その他詳細は、弊機構ホームページを参照ください。 

廃車要件（廃車を伴う場合）※低炭素型ディーゼルトラックのみ 

 

概要 

http://www.levo.or.jp/fukyu/hojokin/h31_index.html


       

一般財団法人 環境優良車普及機構 低炭素型ディーゼル車等普及事業執行グループ 

ＴＥＬ：０３（５３４１）４５７７     ＦＡＸ：０３（５３４1）４５７８ 

メールアドレス：hojokin@levo.or.jp   

ホームページ：http://www.levo.or.jp/fukyu/hojokin/h31_index.html 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 問い合わせ先 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

天然ガス自動車（車両総重量 12 トン超のトラック）関係 

 

補助事業の目的 

  中小トラック運送事業者における天然ガス自動車（車両総重量 12 トン超の事業用トラック） 

の新規導入を誘導し、トラック輸送における CO2排出削減を図る。 

事業概要 

  ・資金力の乏しい中小トラック運送事業者を対象に、天然ガス自動車の導入を支援する。 

  ・経年車の廃車（スクラップ）は不要。 

補助対象 

  トラック運送事業者(中小事業者（資本金３億円又は従業員数３００人以下）に限る。)又は 

トラック運送事業者(中小事業者)に車両をリースする事業者 

2019年（平成 31年）4月 1日から 2020年 1月 31日の間に新車新規登録した車両（実績 

申請）、又は 2020年 1月 31日までに新車新規登録する車両（通常申請）の車両で所有権 

の留保がされていないこと。 

事業報告書等の提出 

  エコドライブ等燃費改善取組体制構築・運用状況報告書 

  燃費改善効果及び CO2 削減効果計算（当該年度及びその後１年間報告） 

補助額（天然ガス自動車） 

 ・高速走行を主体とした使用方法により、平成 27年度重量車燃費基準適合ディーゼルトラック 

と比較して概ね 10％以上の二酸化炭素排出削減を図るもの 

：標準的燃費水準の車両との価格差の 1/2 

 ・高速走行を主体とした使用方法により、平成 27年度重量車燃費基準適合ディーゼルトラック 

と比較して概ね 5％以上の二酸化炭素排出削減を図るもの 

：標準的燃費水準の車両との価格差の 1/3 

申請受付期間、申請台数 

  受付開始日 2019年（平成 31年）４月 26日～2020年１月 31日（金） 

  ※予算額の残額が２割程度に達した場合、当該日翌日以降から 2020年１月３１日までの申し 

込みを対象に受付。残額を超える場合には抽選を実施。 

申請台数  1事業者 1台       

予算額 

  約 28億円（低炭素型ディーゼルトラック、天然ガス自動車 合わせて） 

 

※天然ガス自動車に係る補助事業の詳細等については、お問い合わせください。 

 

mailto:hojokin@levo.or.jp
http://www.levo.or.jp/fukyu/hojokin/h31_index.html
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平成28年度 環境対応型ディーゼルトラック普及促進事業

制度の概要

• 環境対応型ディーゼル車（新車）の導入に伴い同型クラス以上の廃車が

必要

• 廃車車両の年間走行距離、年間燃料使用量については、申請時に報告

• 環境対応型ディーゼル車の年間走行距離、年間燃料使用量については、

補助金が交付された翌年度（平成29年度）の実績報告

環境対応型ディーゼルトラック交付決定車両のCO2削減効果

H28年度交付決定車両がH29年度1年間に走行した際のCO2排出量とCO2削減率

※）廃車車両が導入車両と同一距離を走行したと仮定し、廃
車車両のCO2排出量を補正

参考




